
「広島県電子契約システム提供サービス」
マニュアル

～受注者向け～

令和８年６月１日
広島県 土木建築局 建設ＤＸ担当
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○ 主に期待される効果
契約書や提出書類の印刷、製本、押印、郵送などの事務作業・費用の削減
契約締結を行う事務所への移動や、書類の配送に要する時間の削減
電子化により物理的な書庫や管理手間の削減、検索性向上による業務の効率化

※電子契約は税法上、印紙税の課税対象外とされています

○ 現行の紙と印鑑で行っていた契約手続きについて、オンライン上で
電子署名による契約手続きと契約図書の電子化を図るもの

□ はじめに

（１） 電子契約とは
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○ システム：東芝デジタルソリューションズ（株）が提供するクラウドサービス（SaaS）
○ 準備物 ：パソコン（WEBブラウザ：Edge推奨）、インターネット環境、メールソフト
○ 利用料 ：システム利用の費用負担は不要
○ システム運用開始： 10月１日(水)９時
○ 運用時間 ： ８時～２０時        

（３） 利用するシステムと事前準備等

（２） メリットは

業務
効率化

オンラ
イン化

ペー
パーレ
ス化

為：「はじめに」を追加

運用時間
→東芝に確認したところ、運用時

間は日々のシステム稼働前の確
認などのこともあるため、R7.10.1
時点で早めることはできない。

R8.6.1
9時→8時



□ はじめに
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○ 電子契約システム（公共事業）の運用に関すること
広島県土木建築局建設ＤＸ担当：対応時間 8:30～17:15 （土・日・祝祭日を除く）
Tel:082-513-3861、Mail:kensetsudx@pref.Hiroshima.lg.jp

○ 建設工事等の入札・契約の制度に関すること
広島県土木建築局建設産業課入札制度グループ：対応時間:8:30～17:15（土･日･祝祭日を除く）
Tel:082-513-3821、Mail:dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp

○ 電子契約システムの使い方・操作に関すること
電子契約システムヘルプデスク：対応時間:9:00～12:00、13:00～17:00（土･日･祝祭日を除く）
Tel:0570-550215、Mail:nyusatsuhelpj@t-elbs.jp

（５） 問い合わせ先

（4） 電子契約システムのポータルサイト
○ 電子契約ポータルサイト（広島県のホームページ内）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/95/
hiroshima-denshikeiyaku-kensetsu-sw.html

その他、操作マニュアル、Q&A、システム操作説明等
に係るオンデマンド動画等を掲載しています

広島県の調達情報のページへリンクを掲載

システムのログインURLを掲載：
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju

R8.6.1
・システムログインURL準備中
→URL記載

R8.6.1
【※令和7年10月1日設置】
→削除

R8.6.1
・順次、操作マニュアル～掲載
します
→その他、操作マニュアル～
掲載しています

tel:082-513-3861
tel:082-513-3861
tel:082-513-3861
tel:082-513-3861
tel:082-513-3861
mailto:kensetsudx@pref.Hiroshima.lg.jp
tel:082-513-3821
tel:082-513-3821
tel:082-513-3821
tel:082-513-3821
tel:082-513-3821
mailto:dokensetsu@pref.hiroshima.lg.jp
tel:0570-550215
tel:0570-550215
tel:0570-550215
mailto:nyusatsuhelpj@t-elbs.jp
mailto:nyusatsuhelpj@t-elbs.jp
mailto:nyusatsuhelpj@t-elbs.jp
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju


5

１. 電子契約の対象案件等
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１. 電子契約の対象案件等

（１）対象案件と対象発注機関

（２）実施案件



○ 令和7年10月14日（火）以降に指名・公告（随意契約含む）する電子契約対象
案件のうち、受注者が電子契約を希望した案件が対象

○ 紙契約又は電子契約の選択は、受注者が落札者決定通知後に「電子契約
意向確認書」に意向を記載して、発注者へ提出する

ア 対象案件

広島県が発注する、建設工事、測量・建設コンサルタント等業務及び地域維持
事業に係る業務

イ 対象発注機関

環境県民局自然環境課、商工労働局産業用地課、農林水産局、

土木建築局、上下水道部流域下水道課、教育委員会、警察本部、総務局

１. 電子契約システムの対象案件等

（１） 対象案件と対象発注機関
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（2） 実施案件

R8.6.1
電子対象案件→
対象案件
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１）電子契約対象案件の確認方法 P10

（２）電子契約の事務フロー P13

（３）電子契約意向確認書の提出 P17

（４）契約書様式の変更 P20

（５）契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領 P22
R8.6.1
P24→P22

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領



ア 公告・入札条件での明示

○公告・入札条件に記載する事項

・ 当該工事（業務）の電子契約の対象／対象外

・ 電子契約意向確認書の提出先メールアドレス

・ 「別記 電子契約に関する事項」を添付

 ○「別記 電子契約に関する事項」に記載する事項

・ 電子契約意向確認書の提出について

・ 契約手続きに係る書類の提出について

（契約保証金の納付に係る書類、その他契約手続きに係る書類）

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法
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R8.6.1
ア 公告
→
ア 公告・入札条件での明示

R8.6.1

公告（個別事項）へ当該工事
の電子契約の対象／対象外
を記載
→削除

R8.6.1

公告へ当該業務の電子契約
の対象／対象外を記載
→

当該工事（業務）の電子契約
の対象／対象外

R8.6.1

電子契約を行う場合の書類の
提出先を記載→

電子契約意向確認書の提出
先メールアドレス

R8.6.1
公告等の別記を添付
→

「別記 電子契約に関する事
項」を添付

R8.6.1
「公告等の別記（別記 電子契
約に関する事項）」
→

「別記 電子契約に関する事
項」に記載する事項

R8.6.1
○「公告」に記載する事項
→

○公告・入札条件に記載する
事項

R8.6.1

契約手続きに係る書類の提出
方法
→

契約手続きに係る書類の提出
について



イ 公告・入札条件の記載例

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法
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公告の記載例（建設工事）

【公告】
電子契約の対象又は対象外を明示

R8.6.1
公告等の別記 （ 電子契約に
関する事項 
→次ページへ

「問合せ先」に「電子契約意向確認書」の提出先
を記載しています

R8.6.1
ア 公告
→
イ 公告・入札条件の記載例

R8.6.1
公告への記載例（建設工事）
→
公告の記載例（建設工事）

R8.6.1
問い合わせ先について
→次ページから



イ 公告・入札条件の記載例

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（１） 電子契約対象案件の確認方法
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R8.6.1
イ 入札条件等の明示
→
イ 公告・入札条件の記載例

【別記 電子契約に関する事項】

電子契約対象の場合に必要な手続き
を記載

別記 電子契約に関する事項（建設工事）

入札条件の記載例（建設工事）R8.6.1

入札条件への記載例（建設工
事）→

入札条件の記載例（建設工
事）

R8.6.1

建設工事の入札条件サンプ
ル差し替え

R8.6.1
公告等の別記 （ 電子契約に
関する事項 
→前ページから

R8.6.1

コンサルの入札条件サンプル
削除

【入札条件】
電子契約の対象又は対象外を明示



➣ 概要
 「広島県電子契約システム」は

２つのシステムから構成されます。

① 電子契約システム

② データ送受信機能

➣ 各システムの役割分担

〇 電子契約システムで行う主な事務

 ・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注者間の書類の提出及び受領

（契約保証金の納付に係る書類、経営事項審査の総合評定値通知書の写し等）

 ・ 契約図書への電子署名

 〇 データ送受信機能で行う主な事務

 ・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注者間の書類の提出及び受領
（契約保証準備のための契約書（案）、建設リサイクル法関係書面等）

 ・ 契約締結後（履行期間中）の受発注者間の書類の提出及び受領

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
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■ 電子契約システムの全体像について

電子契約システム

契約事務
担当県職員

受注者

契約締結に係る書類の提出・受領
電子署名・電子契約

データ送受信機能
（書類の提出・受領）

契約事務
担当県職員 受注者

工事・調査
担当県職員

契約書(案)等

建設リサイクル法関係書類等

R8.6.1
・ 契約内容の合意、契約書類
への電子署名
→契約図書への電子署名

R8.6.1
 ・ 契約締結前の受発注者間
の書類の送付・受領など

（契約書（案）の受領、建設
リサイクル法関係書類の提出
など）
→ ・ 契約締結（当初／変更）

に係る受発注者間の書類の
送付及び受領

（契約保証準備のための契
約書（案）、建設リサイクル法
関係書面等）

R8.6.1
・ 契約締結（当初／変更）に係

る受発注者間の契約関係書
類の提出及び受領
→・ 契約締結（当初／変更）に

係る受発注者間の類の依頼、
提出及び受領 （契約保証金
の納付に係る書類、経営事項
審査の総合評定値通知書の
写し等）

契約保証、経審の写し等

R8.6.1
・ データ送受信機能で行う主
な機能
→データ送受信機能で行う主
な事務

R8.6.1
・ 契約締結に係る書類の依
頼・提出・受領
→契約締結に係る書類の提
出・受領



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー

使用システム・手段

電子入札システム

様式は県HPから
ダウンロード

メール又はFAX

メール又はFAX

電子契約システム

事務の流れ

落札決定通知
受領・確認

電子契約意向確認書※

の作成

電子契約意向確認書※

の提出

電子契約意向確認書※

の受領

電子契約システムに
案件を開設

【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）

１ 落札決定通知～電子契約の意向確認

※着手日選択型の場合、工事（業務）着手日通知書も合わせて
作成・提出してください。

※提出後、必ず工事等担当課へ電話等により内容を説明してください。

事務の流れ

データ送受信機能又
はFAX、メール等

データ送受信機能又
はFAX、メール等

ー

電子契約システム他

電子契約システム他

契約保証手続のための
契約書(案)の送付

契約書(案)の受領

契約保証の準備、
その他提出書類の作成

契約に必要な書類
（契約保証等※）を提出

契約に必要な書類
（契約保証等※）を受領

使用システム・手段

２ 契約に必要な書類（契約保証等）の提出

※：契約保証金の納付に係る書類は保証方法によって提出書類・提出
 方法が異なります 。

契約に必要な書類（契約
保証等※）の提出依頼 電子契約システム
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赤字：変更点

R8.6.1
書類作成等
→－

R8.6.1
電子契約システム
→電子契約システム他

R8.6.1

※：契約保証書等は保証方法
によって提出方法等が異なり
ます 

※：契約保証等は保証方法に
よって提出書類・提出方法が
異なります 

R8.6.1
契約担当職員
→契約担当課

R8.6.1
誓約書、契約保証書等の提出
→契約に必要な書類（契約保
証等）の提出

R8.6.1
誓約書の作成
→その他提出書類の作成

R8.6.1
落札決定通知のメールを削除 

R8.6.1

電子契約意向確認書のダウン
ロード・作成
→電子契約意向確認書の作
成 



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）

使用システム・手段事務の流れ

※提出後、必ず工事等担当課へ電話等により内容を説明してください。
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―

データ送受信機能
（説明：電話等）

データ送受信機能

建設リサイクル法関係
書面（12条※・13条）等作成

建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の

提出・説明

建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の

受領

使用システム・手段事務の流れ

３ 建設リサイクル法関係書面等の提出

電子契約システム

電子契約システム

電子契約システム

電子契約システム

契約図書（電子ファイル）
アップロード

電子署名の依頼

契約図書の確認
・電子署名

電子署名

契約に必要な書類の提出・発注者の受領が完了

契約締結※

※電子契約システムから契約締結したことをお知らせするメールが
受発注者双方に送付されます。

４ 契約締結

赤字：変更点

R8.6.1

契約保証の準備、建設リサイ
クル法等関連書類作成
→
建設リサイクル法関係
書面（12条※・13条）等作成

R8.6.1
書類作成等
→－

R8.6.1
３ 建設リサイクル法関連書類
の提出
→
３ 建設リサイクル法関係書面
等の提出

R8.6.1
建設リサイクル法等関連
書類（12条※・13条）の
提出・説明
→
建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の
提出・説明

R8.6.1

建設リサイクル法関連書類
（12条※、13条）の受領
→
建設リサイクル法等関係
書面（12条※・13条）等の受領

R8.6.1
契約担当職員
→契約担当課



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（２） 電子契約の事務フロー
【凡例】 受注者 発注者（契約担当課）

電子契約システム データ送受信機能 その他

発注者（工事等担当課）

16

【参考】契約保証金の納付に係る書類の提出方法

 納記 提出（持参又は郵送） 

指定金融機関等で払込 

納入通知書 交付 

議決無しの場合 

指定金融機関等の領収印のある 

納入通知書（領収証書）の写し 

(ＰＤＦファイル)を提出 

受領 

納入通知書（領収証書）の写しの 

提出依頼 

議決ありの場合 

（１）契約保証金の納付

 
利付国債及び納記 提出 

（持参又は郵送） 

利付国債 受入 

納記・領収証書 交付 

（２）契約保証金に代わる担保として
の利付国債の提供

（３）金融機関等の保証、公共工事履行保証証券による保証、
履行保証保険契約の締結

① 電子証書等
 

保証書等の原本 提出（持参又は郵送） 

受領 

保証書等の写し（ＰＤＦファイル） 提出 

受領 

保証書等の写し 提出依頼 

議決無しの場合 議決ありの場合 

② 紙の保証書等
R8.6.1
PDF発行証券
→削除

R8.6.1
イ 電子証書
→① 電子証書等

R8.6.1
ハ 紙の保証書等
→② 紙の保証書等

R8.6.1
保証確認サービス上の
→電子証書等閲覧サービス上
の

R8.6.1
PDFファイル
→PDFファイル又はWordファイ
ル

R8.6.1
赤字：変更点
→削除

R8.6.1
契約担当職員
→契約担当課



ア 落札者決定通知

○落札決定通知及び通知メールにおいて、電子契約意向確認書の提出について記載

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出
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落札者決定メール受信例 落札者決定通知例 （電子入札等システム）

電子契約意向確認書の提出を依頼
提出期限と様式のダウンロード先

電子契約意向確認書の提出について記載
（提出期限と様式ダウンロード先）

R8.6.1

落札者決定後、落札者に対し、
電子入札等システムにおいて
落札者決定通知及びメール連
絡により、電子契約意向確認
書の提出を依頼
→落札決定通知及び通知メー

ルにおいて、電子契約意向確
認書の提出について記載

R8.6.1
ア 落札者決定メール
→落札者決定通知

R8.6.1

電子契約意向確認書の提出
を依頼
→電子契約意向確認書の提
出について記載



イ 様式ダウンロード

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出
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① 落札者決定メールまたは落札者決定通知
に記載のリンクをクリックもしくはHPを検索

○広島県HP「広島県電子契約システム（建設工事、測量・建設コンサルタント等業務、地域
維持事業に係る業務）ポータルサイト」からダウンロード

R8.6.1
ダウンロード
→様式ダウンロード

R8.6.1

落札者決定メールに記載する
広島県HP
→広島県HP

R8.6.1

※説明会時点では準備中の
ため、掲載はありません。
→削除

R8.6.1
② HPに掲載する「電子契約

意向確認書」様式をダウン
ロード
→② 「電子契約意向確認書」
様式をダウンロード

② 「電子契約意向確認書」様式をダウンロード

R8.6.1
HPスクショ差し替え

R8.6.1
① 落札決定メール
→①落札者決定メールまたは
落札決定通知



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（３） 電子契約意向確認書の提出
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ウ 電子契約意向確認書※（見本）

【提出方法と提出期限】

・契約事務担当課へメール等で提出（提出先は公告・
入札条件に記載）

・落札決定通知の翌日までに提出

【留意事項】

・電子契約対象案件の場合は必ず提出してください

・「（１）契約の方式」において、

 電子契約又は紙契約の何れかに印を付けてください

※JV契約用は別様式

電子署名時に２段階認証が必要となります。県におい
て認証用パスワード（ワンタイムパスワード）の送付先を
システムへ設定する必要があるため、送付先メールアド
レス（任意アドレス）を記入してください。なお、このアド
レスは電子署名時に入力が必要となります。

入札参加資格申請

R8.6.1
様式差し替え

R8.6.1
（提出先は入札条件に記載）
→
（提出先は公告・入札条件に記載）

R8.6.1
・「（１）契約の方式について」において、
→
・「（１）契約の方式」において、
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（４） 契約書様式の変更

ア 契約書（見本） ※２者契約・電子契約の場合

【変更箇所】

・電磁的記録を作成し、双方電子署名する旨を記載

・収入印紙貼付欄及び押印欄無し

書き出し位置について
収入印紙貼付欄なし

押印欄なし
R8.6.1
様式差し替え
リサイクルの件は削除

 ・ 電子契約に対応した契約書様式を作成

R8.6.1
前ページ削除

「電子契約に対応した契約書様式を作
成」追加

R8.6.1
イ 契約書→ア 契約書
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２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（４） 契約書様式の変更

イ 契約書（見本） ※議決案件の場合

【変更箇所】

（電子契約）

・電磁的記録を作成し、双方電子署名する旨を記載

・収入印紙貼付欄及び押印欄無し

書き出し位置について

収入印紙貼付欄なし

押印欄なし

R8.6.1
様式差し替え
リサイクルの件は削除

R8.6.1
前ページ削除
エ 契約書
→イ 契約書



区 分 提出方法

契約保証金の納付
納記（広島県会計規則別記様式第36号の４。以下「納記」という。）を持参又は郵送により提出。
納入通知書交付後、指定金融機関等の領収印のある納入通知書（領収証書）の写し（ＰＤＦファイル）
を電子契約システムにより提出

契約保証金に代わる担保
としての利付国債の提供

利付国債及び納記を持参又は郵送により提出

金融機関等の保証 ○電子証書等の場合
電子証書を閲覧するための契約情報及び認証情報（ＰＤＦファイル又はＷoｒｄファイル）を
電子契約システムにより提出

○紙の保証書等の場合
保証書等の写し（ＰＤＦファイル）を電子契約システムにより提出の上、原本を契約予定日までに
持参又は郵送

公共工事履行保証証券
による保証

履行保証保険契約の締結

■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

 ア 契約書（案）【発注者】

 ○発注者は、契約保証準備のための契約書（案）を、電子契約システムの『データ送
  受信機能』やFAX等を利用し、受注者へ送付

○受注者は、『データ送受信機能』等により、契約書（案）を受領

イ 契約保証金の納付に係る書類【受注者】

○受注者は、契約保証金の納付に係る書類を、保証方法に応じて、電子契約システム
等を利用し発注者（契約事務担当職員）へ提出

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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為：約款「等」を追加

為：順番を入替

R8.6.1
ア 発注者から提示される契約書（案）
→ア 契約書（案）【発注者】

R8.6.1

提出書類作成のため、電子契約システ
ムの『データ送受信機能』やFAX等を利
用し、 契約書（案）を受注者へ提示
→発注者は、契約保証準備のための契

約書（案） を、電子契約システムの
『データ送受信機能』やFAX等を利用し、
受注者へ送付。

R8.6.1
建リ法と契約保証の順番入れ替え

R8.6.1

エ 受注者が提出する契約保証関係書
類
→

イ 契約保証金の納付に係る書類【受
注者】

R8.6.1
契約保証の表からPDF発行証券を削除

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領

R8.6.1

受注者は、データ送受信機能』で提示を
受けた場合、システムの「提出書類一
覧」 画面から「書類詳細参照（その他）」
画面を表示し、契約書（案）を確認→

受注者は、『データ送受信機能』等によ
り、契約書（案）を受領



■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

ウ 建リ法12条及び13条、建築士法22条関係書面【受注者】

○受注者は、建設リサイクル法関係書面※及び「建築士法第22条の3の3に基づく契約
 書面に記載すべき事項」を、電子契約システムの 『データ送受信機能』を利用し、発
注者（工事・調査担当職員）へ提出

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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エ その他契約に必要な書類【受注者】

○受注者は、その他契約に必要な書類を電子契約システムを利用し、発注者（契約事
 務担当職員）へ提出

※「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項に基づく書面」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する
法律第１３条及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第７条に基づく書面」 R8.6.1

ウ 受注者が提出する誓約書
→エ その他契約に必要な書類【受注
者】

R8.6.1
イ 受注者が提出する建リ法12条及び
13条、建築士法22条（提出先）
→ウ 建リ法12条及び13条、建築士法
22条関係書面【受注者】

R8.6.1

受注者は、「完成後の調査に関する誓
約書」等の契約手続きに係る書類を電
子契約システムやメールを利用し、発注
者（契約事務担当職員）へ提出
→受注者は、その他契約に必要な書類

を電子契約システムを利用し、発注者
（契約事務担当職員）へ提出

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領



■ 電子契約システム及びデータ送受信機能で授受する書類

 オ 変更協議書、変更設計図書及び参考図書【発注者】

○発注者（工事・調査担当職員）は、変更協議書、変更設計図書及び参考図書を、
電子契約システムの『データ送受信機能』等を利用し、受注者へ提出

○受注者は、『データ送受信機能』等により、変更協議書等を受領

カ 変更協議に係る承諾書【受注者】

○受注者は変更契約に係る協議内容に承諾する場合、変更協議承諾書を

『データ送受信機能』等により、発注者（監督・調査担当職員）へ提出

 キ 検査結果通知書【発注者】

○発注者（工事・調査担当職員）は、検査結果通知書を電子契約システムの

『データ送受信機能』を利用し、受注者へ提出

○受注者は『データ送受信機能』により、検査結果通知書の確認処理を実施

２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（5） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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R8.6.1

オ 発注者が通知・提出する変更協議
書、変更設計図書及び参考図書
→オ 変更協議書、変更設計図書及び
参考図書【発注者】

R8.6.1

○変更協議書、変更設計図書及び参考
図書を→

○発注者（工事・調査担当職員）は、変
更協議書、変更設計図書及び参考図書
を

R8.6.1

カ 受注者が提出する変更協議に係る
承諾書
→
カ 変更協議に係る承諾書【受注者】

R8.6.1

キ 発注者が通知する検査結果通知書
→
キ 検査結果通知書【発注者】

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領

R8.6.1

受注者は、データ送受信機能』で提示を
受けた場合、システムの「提出書類一
覧」 画面から「書類詳細参照（その他）」
画面を表示し、契約書（案）を確認→

受注者は、「データ送受信機能」等によ
り、変更協議書等を受領

R8.6.1

受注者は『データ送受信機能』で提出を
受けた場合、システムの「提出書類一
覧」 画面から「書類詳細参照（その他）」
画面を表示し、確認処理を実施
→受注者は、『データ送受信機能』によ
り、検査結果通知書の確認処理を実施



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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提出先 書類名称等

提出方法

留意事項電子契約
システム

データ
送受信機能

契約事務
担当課

電子契約意向確認書 － － メール等により提出。

工事（業務）着手日通知書 － － メール等により提出。

【契約保証】納入通知書（領収証書）の写し ○ －

【契約保証】利付国債及び納記 － － 持参または郵送。

【契約保証】電子証書等を閲覧するための契
約情報及び認証情報

○ －

【契約保証】紙の保証書等の写し ○ －
原本は契約予定日までに持参又は
郵送。

その他の提出書類（経審の写し等） ○ －

工事等
担当課

建設リサイクル法関係書面（12条） － ○
データ送受信機能で提出後、
電話等で内容を説明する。

建設リサイクル法関連書類（13条） － ○

建築士法関連書類（第22条の３の３） － ○

機密データの保存等に関する届出書 － △

書面、工事中情報共有システム、メー
ル等でも可。

変更協議承諾書 － △

完成（完了）通知書、引渡書、請求書 － △

■ 受注者から提出する書類・方法

為：「場合」を「書類・方法」
に変更

為：「契約事務担当職員または工事
等担当課へ」削除

為：「cc欄・・・」を追記

為：「の写し」「原本を・・・」
追記

為：「（誓約書等）」追記

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領

R8.6.1
表の全面見直し



２. 電子契約の導入に伴う主な変更点

（５） 契約締結及び契約履行中の書類の提出・受領
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送信元 書類名称等

受領方法

留意事項電子契約
システム

データ
送受信機能

契約事務
担当課

落札者決定通知 － －
電子入札システム利用の場合
はシステムから通知

契約保証手続きのための契約書（案） － △ ＦＡＸ等でも可。

【契約保証】納入通知書 － － 手交又は郵送

議決日の通知 － ○

変更協議書、
変更設計図書及び参考図書

－ △
書面、工事中情報共有システム、
メール等でも可

工事等
担当課

検査結果通知書の送付 － ○

■ 受注者が受領する書類・方法
為：「場合」を「書類・方法」
に変更

為：「契約事務担当職員または工事
等担当課から」削除

R8.6.1

契約約款等に基づく書類の提出・受領
→契約締結及び契約履行中の書類の
提出・受領
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３. 電子契約システムを使うための準備

R8.6.1
電子契約を使うための準備
→電子契約システムを使うための準備
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３. 電子契約システムを使うための準備

（１）ＩＤ付与の考え方、アカウントの権限（管理者、一般者）P29

（２）ログインパスワードの設定方法 P32

（３）一般者アカウントの修正（更新） P38

（４）一般者アカウントの削除 P42

R8.6.1
電子契約を使うための準備
→電子契約システムを使うための準備

R8.6.1
P30→P29
P33→P32
P39→P38
P43→P42
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（１）ＩＤ付与の考え方、アカウントの権限（管理者、一般者）
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３. 電子契約システムを使うための準備

（１）ＩＤ付与の考え方、アカウントの権限（管理者・一般者）

【説明事項】 アカウントには２種類あります。

アカウントの種類 ＩＤの番号 作成区分 作成単位

管理者アカウント ［業者番号］ 必須
契約者（本社・支社）ごとに
ログインパスワードを作成する。

一般者アカウント
［業者番号］－［N］
※ Nは自動採番

任意
本社・支社内で複数作成が可能。
なお、各管理者アカウントに紐づく形で登録される。

①管理者アカウント ≪作成≫必須
 ≪権限≫管理ユーザー：  全契約事務を行うことが可能。

②一般者アカウント ≪作成≫任意
 ≪権限≫一般ユーザー：  契約締結処理となる電子署名処理等の権限がないが、

  それ以外の契約関係事務を行うことができるアカウント。
  ※「電子署名を行う者」と「それ以外の契約事務を行う者」を
分ける場合に設定。   

※ 上記 ［業者番号］ は、入札参加資格者名簿記載の次の番号に基づく番号となります。

○建設工事等 ： 許可番号（８桁の数字）
○測量・建設コンサルタント等業務 ： 登録番号（８桁の数字）

為：権限欄を削除
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３. 電子契約システムを使うための準備

（１）ＩＤ付与の考え方、アカウントの権限（管理者・一般者）

種類 登録内容 アカウント登録を行うページ

管理者アカウント ○契約権限を持つ本社・支社名
○メールアドレス
○パスワード

ログイン画面の
「初期パスワード発行/パスワード再設定」を押し、
その設定画面から登録します。

一般者アカウント ○氏名（課名、係名でも可）
○メールアドレス
○パスワード

管理者アカウントでログインした後、
TOPページのヘッダーメニュー「システム管理」の
メニュー「アカウント管理」から登録します。

ケース 管理者アカウント 一般者アカウント

契約を行う
事務所 アカウントの作成 ID 支店等登録 ID 氏名

A社 本社のみ 管理者のみ 80999999 本社 ― ―

B社 本社のみ 管理者・一般者 34111111 本社 34111111-1 広島花子

C社 本社・支社
本社：管理者・一般者

支社：管理者のみ
80888888

本社
80888888-1

80888888-2

営業１係

営業２係

福山支社 ― ―

【アカウントの作成パターン（例）】

為：赤字を追記
③を削除
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（２）ログインパスワードの設定方法
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３. 電子契約システムを使うための準備

（２）ログインパスワードの設定方法

管理者アカウントのログインパスワードを設定します。

受注者用URL https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju

① 受注者用のページを開いた後、
「初期パスワード発行／パスワード
再設定はこちら」のリンクを押します。

ア 管理者アカウントの設定

https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju
https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju
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３. 電子契約システムを使うための準備

（２）ログインパスワードの設定方法

入力欄 内容

ＩＤ 業者番号を入力してください。
業者番号は、入札参加資格者名簿記載の次の番号に基づく番号となります。

○建設工事等 ：許可番号（８桁の数字）
○測量・建設コンサルタント等業務：登録番号（８桁の数字）

メールアドレス※ 入札参加資格者申請時に登録したメールアドレスを入力してください。

支店 契約者となる、「本社」「○○支社」などの名称を選択してください。
（本社のみの場合は、１つしかないため自動でセットされます）

② ［ＩＤ］、［メールアドレス※］を入力、
  ［支店］を選択し、

[初期設定メール送信］ボタンを
クリックします。

【留意事項】
ログインパスワードの設定は、［支店］メニューで
選択可能な全ての本社・支社について行ってください。
例）本社、Ａ支社、Ｂ支社がある場合、３回この作業を
行う必要があります。

ア 管理者アカウントの設定

※ 落札決定通知、指名通知などが届くメールアドレスではありません。
（詳しくはこちらを参照 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/1079734_9430377_misc.pdf）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/1079734_9430377_misc.pdf
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３. 電子契約システムを使うための準備

（２）ログインパスワードの設定方法

正しくID、メールアドレスを入力できた場合、
「メールアドレスに新しいパスワードを送信しました。 」
と表示されます。

電子メール

初期パスワードが記載されたメールが届きます。
このパスワードを使ってログインが可能となります。

※パスワードは、任意のパスワードに変更できません。

注）メールの文面・体裁は変更になる場合があります。

ア 管理者アカウントの設定
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３. 電子契約システムを使うための準備

一般者アカウントを設定します。

① 管理者アカウントにてログインした後で
「システム管理」→「アカウント管理」を

  押します。

※ログインの方法は、４（１）で後述します。

② 「新規追加」ボタンを押します。

（２）ログインパスワードの設定方法 イ 一般者アカウントの設定
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３. 電子契約システムを使うための準備

「一般」のみ選択できます。

③ 一般者アカウントとして登録する
［氏名］、［メールアドレス］、
［パスワード］を入力します。

（２）ログインパスワードの設定方法 イ 一般者アカウントの設定

④ 「登録」ボタンを押します。

【説明事項】

「登録が完了しました。」のメッセージが
表示され、登録が完了します。
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（３）一般者アカウントの修正（更新）
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３. 電子契約システムを使うための準備

（３）一般者アカウントの修正（更新）

アカウント管理(一覧) 画面

を表示します。

① 更新（修正）したいアカ

ウントのチェックボックス

にチェックを入れて、[更

新]をクリックします。

※更新は管理者アカウント

のみ操作できます。
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３. 電子契約システムを使うための準備

（３）一般者アカウントの修正（更新）

修正画面が表示されます。

② 修正したい箇所の氏名、

メールアドレス、パスワー

ドを入力します。

※権限は変更不可

③ 入力が完了したら[更新]

ボタンをクリックします。

更新が完了したら「登録が

完了しました。」と表示さ

れます。

[OK]をクリックします。
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３. 電子契約システムを使うための準備

（３）一般者アカウントの修正（更新）

更新後のアカウントが一覧

に表示されます。
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（４）一般者アカウントの削除
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３. 電子契約システムを使うための準備

（４）一般者アカウントの削除

アカウント管理(一覧) 画面

を表示します。

① 削除したいアカウントの

チェックボックスにチェッ

クを入れて、[削除]をク

リックします。

※削除は管理者アカウント

のみ操作できます。

② 削除が完了したら「削除

が完了しました。」と表示

されます。

[OK]をクリックします。
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４. 電子契約システムの操作説明
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４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ P46

（２）当初契約（２者） P52

（３）当初契約（JV） P80

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認 P82

（５）契約締結後の書類提出 P91

（６）履行完了の処理 P108

（７）契約合意情報の出力 P120

（８）契約関連ファイルの原本性確認 P127

R8.6.1
ページ数修正

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認

R8.6.1
ログインパスワードの設定方法
→ログインとトップページ

R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力
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（１）ログインとトップページ

R8.6.1
（１）ログインパスワードの設定方法 →
（１）ログインとトップページ
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受注者用URL https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/contsys/ju

①ログインページのURLをクリック → ②以下の画面が表示されます

４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ ア ログイン画面の説明
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③ 事業者ごとに付与するＩＤを入力
します。

④ IDの入力後に一覧が表示される
ので、該当の支店を選択します。

⑤ パスワードを入力します。

【留意事項】

・調達区分は「工事/コンサル」に固定されています。団体の初期値は「広島県」になっています。

・５回連続でログインに失敗するとアカウントロックされるため、ヘルプデスク（0570-550-215）まで連絡してください。

⑥ 「ログイン」ボタンを押します。

４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ ア ログイン画面の説明
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４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ イ トップページの説明

ログインすると、トップページの画面が表示されます。

【説明事項】 ログインＩＤの所属が表示されます。

【説明事項】 契約締結後の一定期間、契約締結を通知する
  バナー画像を表示します。

【説明事項】 以下、状況ごとの案件数が表示されます。
当初契約中：当初契約中（契約締結前）の件数
変更契約中：変更契約中（契約締結前）の件数

履行中：当初・変更契約処理が完了した件数

【説明事項】

「契約予定日」の間近（５日前）の案件が表示されます。

為：表示ないのでは？
→「案件登録前」を削除（渡）
→「契約締結済み」を「履行中」へ修正（渡）



50

４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ イ トップページの説明

為：受⇒発に変更

【説明事項】

■案件登録

事業者は使用しないメニューのため、押すことが

できません。（グレーになっています。）

■案件一覧

契約処理中案件（受発注者双方の署名完了前）の

一覧画面へ遷移します。

【説明事項】

■案件一覧

契約締結済案件（受発注者双方の署名完了後）の

一覧画面へ遷移します。

■契約解除

契約解除を行う場合の画面へ遷移します。

■データ送受信機能

発注者との書類共有を行う画面へ遷移します。

（契約締結前の案件も表示される）

R8.6.1

契約処理中案件（受発注者双方の署名
完了前）の一覧画面へ遷移します
→

契約締結済案件（受発注者双方の署名
完了後）の一覧画面へ遷移



４. 電子契約システムの操作説明

（１）ログインとトップページ ウ データ送受信機能の説明

渡邊さんが作成
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トップページの

「データ送受信機能」
をクリックすると
機能が開きます。

【説明事項】
契約案件の一覧が表示されます。 

【説明事項】
確認したい案件が一覧にない場合は、
条件を入力し、案件検索が可能です。

「履行中」、「契約締結前」、「履行完了」
から選択します。

データ送受信機能のトップページ

【データ送受信機能で行う主な機能】

・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注者間の書類の提出及び受領
（契約保証準備のための契約書（案）、建設リサイクル法関係書面等）

・ 契約締結後（履行期間中）の受発注者間の書類の提出及び受領

電子契約システムのトップページ

R8.6.1
・ 契約締結前の受発注者間の書類の

送付、受領など（契約書（案）の受領、建
設リサイクル法関係書類の提出など）
・ 契約締結後（履行期間中）の受発注
者間の書類の提出及び受領
→
・ 契約締結（当初／変更）に係る受発注

者間の書類の提出及び受領（契約保証
準備のための契約書（案）、建設リサイ
クル法関係書面等）
 ・ 契約締結後（履行期間中）の受発注
者間の書類の提出及び受領

R8.6.1

電子契約の対象とした契約案件の一覧
が表示されます。 
→
契約案件の一覧が表示されます。 
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（２）当初契約（２者）

【留意事項】

・変更契約の場合もシステム操作は基本的に同じです。
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ア 契約保証手続きのための契約書（案）の受領

【説明事項】

契約保証の手続きのため契約書（案）が必要な場合、データ送受信機能

等で受領します。

① 「データ送受信機能」を押します。

【留意事項】

・メール等で受領する場合は、この操作は不要です。

為：メール⇒メール等
手交⇒受領に変更

【留意事項】

・変更契約の場合もシステム操作は基本的に同じです。

R8.6.1

契約保証等の提出書類を作成するため
に契約書案が必要な場合、データ送受
信機能で契約書（案）を送付・受領しま
す。
→

契約保証の手続きのため契約書案が
必要な場合、データ送受信機能等で受
領します

R8.6.1

契約書（案）をメール等で送付、受領す
る場合は、この操作は不要です
→

メール等で受領する場合は、この操作
は不要です

R8.6.1

ア 発注者（契約事務担当職員）から契
約書（案） をデータ送受信機能で受領

ア 契約保証手続きのための契約書
（案）の受領
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ア 契約保証手続きのための契約書（案）の受領

② 該当案件の「提出」ボタンを押します。

R8.6.1

ア 発注者（契約事務担当職員）から契
約書（案） をデータ送受信機能で受領

ア 契約保証手続きのための契約書
（案）の受領
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ア 契約保証手続きのための契約書（案）の受領

③ 「参照」ボタンを押します。

R8.6.1

ア 発注者（契約事務担当職員）から契
約書（案） をデータ送受信機能で受領

ア 契約保証手続きのための契約書
（案）の受領
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ア 契約保証手続きのための契約書（案）の受領

契約書（案）.pdf ｃ

④ ファイルを選択して開きます。

R8.6.1

ア 発注者（契約事務担当職員）から契
約書（案） をデータ送受信機能で受領

ア 契約保証手続きのための契約書
（案）の受領
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）

① 当初契約案件の「案件一覧」を押すと、
対象案件の一覧が表示されます。
※表示結果の件数が多い場合は、

  必要に応じて検索条件を入力して
  検索ボタンを押し、絞り込みます。

② 「書類提出」ボタンが押せるように
なっているものがあれば、処理の
対象になるので、「書類提出」ボタンを
押します。

【説明事項】 紫の部分が、受注者側で行う作業になります。

【留意事項】

・変更契約の場合は「変更契約案件」の「案件一覧」を押すと、対象案件の一覧が表示されます。

R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

④ 発注者に伝えたいコメントがあれば入力します。（空欄可）

③ 「アップロード」ボタンから
提出書類のファイルをアップロードします。

【留意事項】 ・提出分類が『必須』となっている書類をアップロードしないと次に進めません。

イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）

R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）

R8.6.1
提出書類（契約保証、誓約書等）
→
提出書類

経営事項審査の総合評定通知書の写し

R8.6.1
誓約書
→経審の写し
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

⑤ 「提出」ボタンを押します。

イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）

【説明事項】
 入力を途中保存する場合は、
「一時保存」ボタンをクリックします。

• 提出書類すべてに問題が無ければ、
確認済にチェックを入れます。

③ 任意以外の全ての書類の確認済
にチェックを入れると、［次へ］ボタンが
押せるようになります。

［次へ］ボタンを押すと本契約の署名
依頼画面に遷移します。

※ 発注者から提出書類に関するコメン
トは編集可能であり、［一時保存］ボ
タンをクリックすることで、編集内容
が保存されます。

入力を途中保存する場合は[一時保
存]ボタンをクリックします。

R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）

経営事項審査～ 経営事項審査の総合評定通知書の写し.pdf

R8.6.1
誓約書
→経審の写し



４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

⑥ 「提出する」ボタンを押します。

【留意事項】

・提出したファイルは変更できません。

・提出後に変更が必要となった場合は発注者にお知らせください。（発注者からの差戻し後に変更可能）

イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）
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R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

⑦ 「ログインパスワード」を入力して
「実行」ボタンを押します。

イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）

R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

【説明事項】

書類提出が完了すると、書類提出完了通知のダイアログが表示されます。

「当初契約中案件一覧へ」ボタンをクリックすると、当初契約中案件一覧へ移動します。

イ 書類提出依頼の確認と書類提出（契約保証等）

R8.6.1

イ 発注者（契約事務担当職員）からの
書類提出 依頼の確認と提出方法（契約
保証、誓約書等）
→

イ 書類提出依頼の確認と書類提出
（契約保証等）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

① 「データ送受信機能」を押します。

【説明事項】

発注者（工事等担当課）へ建設リサイクル法関係書面や建築士法関係書類

を提出する場合に、「データ送受信機能」を利用して提出します。

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

② 該当案件の「提出」ボタンを押します。

ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

③ 「書類提出」ボタンを押します。

ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

⑧ 「提出」ボタンを押します。

④ 提出する書類名称を入力します。

⑤ 必要に応じて補足事項を入力します。

⑥ 「追加」ボタンを押します。

⑦ 「参照」ボタンを押して、提出書類の
ファイルを選択します。
※「参照」ボタンへのドラッグ＆ドロップでも可能。

【留意事項】

・区分は「その他」で固定です。

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

⑨ 「提出する」ボタンを押します。

⑩ パスワードダイアログが表示されるので、
「ログインパスワード」を入力して
「実行」ボタンを押します。

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築士法22条）

【説明事項】
提出書類一覧画面に、先程提出した書類が表示されていれば、
書類の提出は完了です。

R8.6.1

ウ 発注者（工事等担当課）への提出書
類と 提出方法（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
→
ウ 書類提出（建リ法12条・13条、建築
士法22条）
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） エ 電子署名の付与

② 該当の案件の
 「署名画面へ」
ボタンを押します。

① 当初契約案件の「案件一覧」を押すと、
対象案件の一覧が表示されます。
※表示結果の件数が多い場合は、

  必要に応じて検索条件を入力して
  検索ボタンを押し、絞り込みます。

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

契約書.pdf

③ 契約書、添付書類のファイルを
開いて内容を確認します。

【留意事項】
・契約書、添付書類をクリックして、内容を確認しないと
「署名」ボタンは押した際に、エラーメッセージが出ます。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与

R8.6.1
契約書／確認書→
契約書
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

契約書.pdf

④ 契約図書の内容に問題がなければ、
２段階認証承認者情報の内容を入力します。

署名が必要な対象者は以下のとおりです。
※契約形態によって、必要な対象者が異なります。
・単体案件の場合  ：落札者のみ
・ＪＶ案件の場合 : ＪＶ構成員とＪＶ代表者

                各ＪＶ構成員が署名を行い、
 最後にＪＶ代表者が署名します。

【留意事項】
・ ２段階認証承認者情報のメールアドレスは、「電子契約意向確認書」に記載した

メールアドレスと一致する必要があります。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与

R8.6.1
「契約書」の内容に問題がなければ、
→
契約図書の内容に問題がなければ、
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

契約書.pdf

⑤ 「ワンタイムパスワード送信」ボタンを押します。
メールアドレスにパスワードを送信しましたという
メッセージが表示されます。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与



注）メールの文面・体裁は変更になる場合があります。
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

電子メール

【説明事項】
２段階認証承認者情報に入力したメールアドレス宛に
ワンタイムパスワードが記載されたメールが届くので確認します。

【留意事項】
・ワンタイムパスワードの有効期限は、
ワンタイムパスワードの送信から３時間です。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与

R8.6.1
60分→３時間
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

契約書.pdf

⑥ 「署名」ボタンを押します。

⑦ 署名を行うメッセージが出るので、
 「署名する」ボタンを押します。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

⑧  ログインパスワードを入力し、
「実行」ボタンを押します。

⑨ メールに届いたワンタイムパスワードを入力し、
「実行」ボタンを押します。

実行後

【説明事項】
この作業によって行われる電子署名が、紙文書における押印と同じ扱い
となります。
この２つのパスワードは、契約締結する当該事業者しか知り得ないので、
たしかに当該事業者が契約に係る署名を行ったということになります。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

【留意事項】
署名完了後は以下のアドレスにメールが送信されます。
※契約形態によって、署名後に送信されるメールの宛先が異なります。
・単体案件の場合：発注者
・ＪＶ案件の場合
ＪＶ構成員署名の場合：他のＪＶ構成員とＪＶ代表者
ＪＶ代表者署名の場合：発注者と各ＪＶ構成員

【説明事項】
受注者の署名が完了したので、発注者の署名完了後、
契約締結となります。契約署名の状況は、案件一覧から
確認することができます。

エ 電子署名の付与

R8.6.1
エ 発注者からの署名依頼と

 提示された契約図書の確認方法
→
エ 電子署名の付与
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者） オ 発注者署名後の確認

① 「契約案件参照」の案件一覧を押します。
契約済の案件が一覧に表示されます。
※表示結果の件数が多い場合は、必要に応じて

 検索条件を入力して検索ボタンを押し、絞り込みます。

② 参照したい契約案件名称を押します。

R8.6.1

オ 契約締結（発注者の署名後につい
て）
→
オ 発注者署名後の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

③ 「書類情報参照」ボタンを押します。

オ 発注者署名後の確認

R8.6.1

オ 契約締結（発注者の署名後につい
て）
→
オ 発注者署名後の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（２）当初契約（２者）

契約書.pdf

【説明事項】
契約書、添付書類を確認することができます。

オ 発注者署名後の確認

R8.6.1

オ 契約締結（発注者の署名後につい
て）
→
オ 発注者署名後の確認

R8.6.1
誓約書の削除
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（３）当初契約（ＪＶ）
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４. 電子契約システムの操作説明

（３）当初契約（JV） JV契約特有の部分のみ説明

【説明事項】
単体案件とは異なる部分は、次の点です。

① ２段階認証承認者情報を入力する際、ＪＶ案件の場合は、
 各ＪＶ構成員が先に署名を行い、最後にＪＶ代表者が署名します。

② ＪＶ案件の場合、署名完了後は、以下のメールアドレスにメールが送信されます。
 ＪＶ構成員署名の場合：他のＪＶ構成員とＪＶ代表者

 ＪＶ代表者署名の場合：発注者と各ＪＶ構成員

① ＪＶ構成員 Ａ ② ＪＶ構成員 Ｂ ③ ＪＶ代表者 Ｃ

ＪＶ構成員 Ａ

ＪＶ構成員 Ｂ

ＪＶ代表者 Ｃ

署名
完了

ＪＶ代表者 Ｃ

ＪＶ構成員 Ａ

ＪＶ構成員 Ｂ
署名
完了

発注者（県）
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（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認

契約案件参照 画面説明

本画面では、契約締結した案件及び案件状況を一覧で確認できます。

条件を入力し、案件検索が可能です。

契約締結済みの案件が一覧
で表示されます。

表示されている一覧をCSV出力でき
ます。

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

書類情報参照 画面説明

本画面では、契約図書及び契約締結のために提出した書類の確認を行います。

対象案件の情報が表示されます。

契約図書及び契約締結のために提出した書類
を確認できます。

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認

R8.6.1
契約締結までに提出した書類
→

契約図書及び契約締結のために提出し
た書類

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

TOP画面です。

① 契約案件参照欄の[案件

一覧]をクリックします。

ア 契約案件の一覧を参照する

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認 R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約案件の一覧を参照する

契約案件参照画面が表示され

ます。

② [CSV出力]ボタンをクリッ

クすると案件一覧がファイル

形式で出力されます。

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認 R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約案件の一覧を参照する

※ファイル形式で出力された案

件一覧の確認方法です。

③ エクセルを開いて[データ]

タブの[テキストまたはCSVか

ら]をクリックします。

④ 出力したcsvファイルを

[インポート]します。

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認 R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約案件の一覧を参照する

⑤ [読み込み]ボタンをクリッ

クします。

案件一覧が確認できます。

（４）契約済案件及び契約図書等の確認 R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→
（４）契約済案件及び契約図書等の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 契約図書及び提出書類を確認（閲覧）する

契約案件詳細画面が表示され

ます。

※ 変更契約前の情報を表示す

る場合は、[変更契約履歴]

プルダウンで対象の契約を

選択し、[表示]ボタンをク

リックします。

[書類情報参照]ボタンをク

リックします。

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→

（４）契約締結済案件及び契約図書等の
確認

（４）契約締結済案件及び契約図書等の確認

R8.6.1
イ 提出・収受した書類を確認（閲覧）
→

イ 契約図書及び提出書類を確認（閲
覧）する

R8.6.1
※1案件における提出書類及び契約書
等を確認できます。
→削除

R8.6.1

以前の契約の情報を表示する場合は、
→
変更契約前の情報を表示する場合は、
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 契約図書及び提出書類を確認（閲覧）する

書類情報参照画面が表示され

ます。

ファイルを閲覧する場合は提

出ファイル欄の[書類名称リ

ンク]ボタンをクリックしま

す。

ファイルをまとめてダウン

ロードする場合は、対象ファ

イルの左側のチェックをONに

し、契約書類欄の右上にある

[ダウンロード]ボタンをク

リックします。

電子署名情報PDFファイルを

ダウンロードする場合は、署

名データ欄の[ダウンロード]

ボタンをクリックします。

一覧を印刷する場合は[一覧
印刷]ボタンをクリックします。

（４）契約済案件び契約図書等の確認

R8.6.1
イ 提出・収受した書類を確認（閲覧）
→

イ 契約図書及び提出書類を確認（閲
覧）する

R8.6.1
提出ファイル→ファイル

R8.6.1

（４）契約した案件、提出・収受した書類
の確認
→
（４）契約済案件及び契約図書等の確認
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（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約締結後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

（５）契約締結後の書類提出

ア 契約締結後に書類を提出する

TOP画面です。

① 契約案件参照欄の[案件一覧]

をクリックします。

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

契約案件参照画面が表示され

ます。

② 追加資料を提出したい案

件の契約案件名称欄にある[契

約案件名称]リンクをクリック

します。

※ 対象の案件が一覧にない場

合は検索条件を設定し、

[検索]ボタンをクリックし

ます。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

契約案件詳細画面が表示され

ます。

③ 画面下部の[書類提出]ボ

タンをクリックします。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

書類提出（契約後）画面が表

示されます。

④ 提出書類欄の[追加]ボタン

をクリックします。

※契約時の提出書類の様式を

確認する場合、提出書類の様

式列にある[ダウンロード]ボ

タンをクリックすることでダ

ウンロードが出来ます。

様式を一括でダウンロードす

る場合、提出書類一覧の右上

にある［一括ダウンロード］

ボタンをクリックすることで、

発注者が提出依頼の際に登録

した様式を一括でダウンロー

ド出来ます。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

追加資料の提出を行います。

⑤ [アップロード]ボタンをク

リックするとエクスプロー

ラーを開きます。使用端末か

ら提出書類を選択、アップ

ロードします。

[削除]ボタンをクリックする

と、アップロードした書類を

削除します。

⑥ 必要に応じて[受注者から

のコメント]を入力し、[提出]

をクリックすると書類提出す

ることが出来ます。

入力を途中保存する場合は
[一時保存]ボタンをクリッ
クします。

既に提出済の書類の変
更はできません。
※各ボタン等が非活性
となります。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

書類提出実行確認のダイアロ

グ(画面中央)が表示されます。

⑦ 書類提出を行って問題ない

場合は、[提出する]ボタンを

クリックします。

※ 書類提出を行わない場合は、

[キャンセル]ボタンをク

リックしてください。

⑧ ログインパスワードの入力

後に［実行］ボタン押下で提

出の処理を開始します。

パスワードはログインに

使用したパスワードを入力

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

ア 契約締結後に書類を提出する

書類提出が完了したので、書

類提出完了通知のダイアログ

が表示されます。

[契約案件一覧へ]ボタンをク

リックすると、契約案件参照

画面へ移動します。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出

R8.6.1
ア 契約後に
→
ア 契約締結後に
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

TOP画面です。

①契約案件参照欄の[案件一覧]

をクリックします。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

契約案件参照画面が表示され

ます。

② 追加資料を再提出したい案

件の契約案件名称欄にある[契

約案件名称]リンクをクリック

します。

※ 対象の案件が一覧にない場

合は検索条件を設定し、

[検索]ボタンをクリックし

ます。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

契約案件詳細画面が表示され

ます。

③ 画面下部の[書類提出]ボタ

ンをクリックします。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出



103

４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

書類提出（契約後）画面が表

示されます。差戻があった案

件は、差戻事由が表示されて

います。

④提出書類欄の[追加]ボタン

をクリックします。

※契約時の提出書類の様式を

確認する場合、提出書類の様

式列にある[ダウンロード]ボ

タンをクリックすることでダ

ウンロードが出来ます。

様式を一括でダウンロードす

る場合、提出書類一覧の右上

にある［一括ダウンロード］

ボタンをクリックすることで、

発注者が提出依頼の際に登録

した様式を一括でダウンロー

ド出来ます。 

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

書類の再提出を行います。

差戻の場合は、差戻があった

書類のみ、書類のアップロー

ドと削除が可能です。 

⑤ [アップロード]ボタンをク

リックするとエクスプロー

ラーを開きます。使用端末か

ら提出書類を選択、アップ

ロードします。

[削除]ボタンをクリックする

と、アップロードした書類を

削除します。

⑥ 必要に応じて[受注者から

のコメント]を入力して、[提

出]をクリックすると書類提出

することが出来ます

入力を途中保存する場合は
[一時保存]ボタンをクリッ
クします。

既に提出済の書類の変
更はできません。
※各ボタン等が非活性
となります。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

書類提出実行確認のダイアロ

グ(画面中央)が表示されます。

⑦ 書類提出を行って問題ない

場合は、[提出する]ボタンを

クリックします。

※ 書類提出を行わない場合は、

[キャンセル]ボタンをク

リックしてください。

⑧ ログインパスワードの入力

後に［実行］ボタン押下で書

類提出の処理を開始します。

パスワードはログインに

使用したパスワードを入力

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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４. 電子契約システムの操作説明

イ 発注者から差し戻された書類を再提出する

書類提出が完了したので、書

類提出完了通知のダイアログ

が表示されます。

⑨ [契約案件一覧へ]ボタン

をクリックすると、契約案件

参照画面へ移動します。

（５）契約締結後の書類提出

R8.6.1
（５）契約後に書類を提出する
→
（５）契約後の書類提出
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（６）履行完了の処理
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

【説明事項】
履行完了に係る処理フローは
左図のとおりとなります。

受注者の方には、
この運用フローに従って、
「検査結果通知書の確認処理」、
「工事・業務完了登録」処理を

行っていただきます。

県職員（契約）が行う処理

【凡例】 県職員（監督・調査）が行う処理 受注者が行う処理

データ送受信機能で行う範囲

R8.6.1
ア 履行完了の処理
→
削除
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理 ア 検査結果通知書の確認

【説明事項】

データ送受信機能で検査結果通知書を確認します。

① 「データ送受信機能」を押します。

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理 ア 検査結果通知書の確認

② 該当案件の「提出」ボタンを押します。

○○河川 改良工事

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

③ 「参照」ボタンを押します。

検査結果通知書

○○河川 改良工事

ア 検査結果通知書の確認

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

検査結果通知書.pdf ｃ

④ ファイルを選択して開きます。

⑤ 内容を確認し、問題がなければ、「確認」ボタンを押します。
問題がある場合は、差戻理由にコメントを記載して、「差戻」ボタンを押します。

○○河川 改良工事

ア 検査結果通知書の確認

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

⑥ メッセージが表示されるので、
「ＯＫ」ボタンを押します。

⑦ ログインパスワードを入力し、
「実行」ボタンを押します。

前の画面で「確認」ボタンを押した場合

一覧表示で「状態」が「確認済」となります。

ア 検査結果通知書の確認

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

⑥ ’ メッセージが表示されるので、
「ＯＫ」ボタンを押します。

前の画面で「差戻」ボタンを押した場合

一覧表示で「状態」が「差戻」となります。

ア 検査結果通知書の確認

R8.6.1
イ 検査結果通知書の確認
→
ア 検査結果通知書の確認
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理 イ 工事・業務完了登録

【説明事項】

データ送受信機能から「工事・業務完了登録」を行います。

① 「データ送受信機能」を押します。

R8.6.1
ウ 工事・業務完了登録
→
イ 工事・業務完了登録
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

② 該当案件の「提出」ボタンを押します。

イ 工事・業務完了登録

R8.6.1
ウ 工事・業務完了登録
→
イ 工事・業務完了登録
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

③ 「工事・業務完了登録」ボタンを押します。

検査結果通知書

イ 工事・業務完了登録

R8.6.1
ウ 工事・業務完了登録
→
イ 工事・業務完了登録
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理 イ 工事・業務完了登録

④ 書類の名称をクリックすると、
書類の添付ファイルが
ダウンロードされます。

⑥ チェックボックスの選択が完了したら、「確認」ボタンを押します。

⑤ 確認が完了した書類の
「受注者確認欄」にある
チェックボックスに
チェックを入れます。

「ダウンロード」ボタンを押すと、
全ての書類の添付ファイルが
ダウンロードされます。

【留意事項】 発注者確認欄と受注者確認欄のチェックボックスに
 いずれもチェックが入っている場合は、チェックボックスの
 選択状態を変更できません。（ON／OFFできません）

検査結果通知書

【留意事項】
検査結果通知書の受注者確認欄には必ず を入れてください。

R8.6.1
ウ 工事・業務完了登録
→
イ 工事・業務完了登録
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４. 電子契約システムの操作説明

（６）履行完了の処理

⑦ メッセージが表示されるので、
「ＯＫ」ボタンを押します。

⑧ ログインパスワードを入力し、
「実行」ボタンを押します。

一覧表示で「成果物作成状態」が「完了」となります。

R8.6.1
ウ 工事・業務完了登録
→
イ 工事・業務完了登録

イ 工事・業務完了登録
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（７）契約合意情報の出力

R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力



４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力

【説明事項】
契約締結を証明するファイル（契約合意情報）は、電子契約システムからダウンロードします。

【契約合意情報の主な内容】

・契約日、案件名、受発注者名を表示

・受発注者双方の電子署名後でなければ電子契約システム
  からダウンロードできない

・ブロックチェーン登録番号が合意（署名）した証明となる

【これまで】 【電子契約後】

契約書
原本を
複写

例）JV契約の見本

契約合意情報をダウンロード
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R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力

R8.6.1
履行実績を証明する
→
契約締結を証明する

R8.6.1

契約日のみ表示（電子署名日の記載は
無い）
→
契約日、案件名、受発注者名を表示
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① トップページのメニューから「案件一覧」を選択

【説明事項】

・「契約合意情報」のダウンロードを行います。

 ・ダウンロードは、契約締結済（当初、変更）の案件のみ可能です。

４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力

R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力

R8.6.1

支出審査書類に添付する「契約合意情
報」→
「契約合意情報」
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③ 対象案件の名称をクリックします。

② 契約締結済案件の一覧が表示されます。（下記の例では１件のみ表示されています）

４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力 R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力
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④ 「書類情報参照」ボタンをクリックします。

４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力 R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力
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⑤ 書類名称が「契約書」となっている行にある
「ダウンロード」ボタンをクリックします。

⑥ 「ダウンロード」ボタンを押した後、
契約合意情報のPDFがダウンロードされます。

４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力 R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力
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契約合意情報（例）

【説明事項】

・この例はJV契約のため、JV代表者と全構成員の署名情報が記載されています。

 ・２者契約の場合は、発注者と受注者の情報のみ記載されます。

４. 電子契約システムの操作説明

（７）契約合意情報の出力 R8.6.1

（７）履行実績を証明するファイルの抽
出
→
（７）契約合意情報の出力

R8.6.1
ダウンロードされた契約合意情報
→
契約合意情報（例）

R8.6.1
このダウンロード例は→この例は
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（８）契約関連ファイルの原本性確認
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確認用URL https://www.e-keiyaku.keiyaku.pref.hiroshima.lg.jp/CALS/sharesys/CheckNouhin

①確認用URLをクリック → ②以下の画面が表示されます

４. 電子契約システムの操作説明

（８）契約関連ファイルの原本性確認

③ 「アップロード」ボタンを押して、
確認対象のファイルを選択します。

・電子契約システムにアップロードし受発注者双方が署名したファイルの原本性を確認するための作業です。

・次のページに契約書や提出書類をアップロードすると、そのファイルの原本性を確認することができます。

④ 「実行」ボタンを押します。
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４. 電子契約システムの操作説明

（８）契約関連ファイルの原本性確認

⑤ 整合性確認が完了すると、メッセージが表示されます。

⑥ ［契約合意情報］欄に契約書または提出書類のファイルに

紐づく情報が表示されます。紐づく情報が複数ある場合は、

［契約合意情報欄］が複数表示されます。

R8.6.1
契約書（請書）→契約書
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